
 

 

 
のぞましい家庭教育のしおり 

のぞましい家庭教育を目指して ～ＳＮＳ等の安全な利用に関する実態調査～ (１)  

(児童・生徒、保護者対象) 

 

令和５年度より、刈谷市内の小学校、中学校、高等学校の児童生徒 、保護者を対象に、「ＳＮＳ等の安

全な利用に関する実態調査」を行ってきました。調査の結果からＳＮＳにおける長時間利用やトラブルな

どの問題が明らかになっています。また、スマートフォンを所有したり、ＳＮＳを始めたりする時期が年々

早くなってきていることが感じられました。これを機会にご家庭でスマートフォンの利用やＳＮＳの使い

方についてお子さんと一緒に話をしていただけると幸いです。 

  家族内でＳＮＳの使い方で決めているルールはありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度の調査では、使用時間や使用場所の設定において、児童生徒と保護者との間でルールについて

の認識に違いが生じていることが分かりました。特に、小中学生において、「使用場所の設定」につい

ては、顕著に差が出ています。こうした認識の違いが家庭でのトラブルを招く要因の一つであると考え

られます。これを機に、再度ルールを確認してみてはいかがでしょうか。 

 

 
一人で悩まないで、まず相談を 

・刈谷市 子ども相談センター ～子どもに関する相談の総合的な窓口～ 

月～土曜 9時～17時（国民の祝日・年末年始を除く） 

電話相談・来室相談      ☎０５６６－６２－６３１３ 

・愛知県 教育相談こころの電話 10時～22時 ☎０５２－２６１－９６７１ 
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